
（1）　平成26年９月９日　火曜日 第2589号宮　　城　　県　　公　　報

目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
変
更
の
届
出 

（
雇
用
対
策
課
）　
　

一

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　
　

一

〇
平
成
二
十
六
年
に
お
け
る
主
要
農
作
物
の
原
種
の
価
格 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　
　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　
　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
都
市
計
画
課
）　
　

四

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 
（
会　

計　

課
）　
　

四

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

四

公　
　
　

告

〇
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
の
指
定
通
知
の
内
容
の
公
表 

（
都
市
計
画
課
）　
　

五

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告
（
三
件
） 

（
契　

約　

課
）　
　

六

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

　

一
四

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

　

一
四

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

　

一
四

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
五
年
分
） 

　

一
五

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
六
年
分
） 

　

一
五

〇
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
数 

　

一
六

〇
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
要
す
る
選

　

挙
権
を
有
す
る
者
の
数 

　

一
七

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表
（
二
件
） 

　

一
七

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
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五
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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定
を
し
た
団
体
か
ら
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と
お
り
変
更
の
届
出
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た
。
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成
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十
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一 　

指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所

　

１　

名
称　

社
会
福
祉
法
人
洗
心
会

　

２　

住
所　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越
三
百
六
十
六
番
地
五

二　

変
更
の
内
容

変
更
事
項

変　
　

更　
　

前

変　
　

更　
　

後

変
更
年
月
日

事
務
所
の
所

在
地

気
仙
沼
市
錦
町
二
丁
目
五
番
十
号

（
気
仙
沼
市
総
合
市
民
福
祉
セ
ン

タ
ー
）
内

気
仙
沼
市
神
山
五
番
地
三

平
成
二
十
六
年
四
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
十
三

杵
つ
き
も

ち

有
限
会
社
イ
ー
ス
ト
フ

ァ
ー
ム
み
や
ぎ　

代
表

取
締
役　

赤
坂
芳
則

有
限
会
社
イ
ー
ス
ト
フ

ァ
ー
ム
み
や
ぎ

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
前
谷
地
百

十
四
番
地

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
二
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

　

主
要
農
作
物
原
種
配
付
規
則
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
配
付
す

る
原
種
の
価
格
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

種　
　
　
　
　

類

原
種
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
価
格

麦
類　

小
麦

 

二
百
五
十
一
円

麦
類　

大
麦

 

二
百
六
十
一
円

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
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一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
花
山
字
本
沢
虚
空
蔵
二
の
五
四

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。　

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類　

区

域

の

所

在

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項　
　
　
　

縦
覧
場
所

沼
の
沢

土
石
流

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
峯
畑
、
中
山

（
次
の
図
の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
東
部
土
木
事

務
所
登
米
地
域
事

務
所

道
場
ヶ
沢

土
石
流

登
米
市
登
米
町
寺
池
道
場
（
次
の
図
の
と
お

り
）

羽
沢
下
沢

土
石
流

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
上
羽
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

小
池
沢

土
石
流

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
小
池
、
中
山

（
次
の
図
の
と
お
り
）

ム
ジ
ナ
沢

土
石
流

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
細
野
（
次
の
図
の
と

お
り
）

滝
の
沢
２

土
石
流

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
滝
の
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

長
円
田
沢
１

土
石
流 

登
米
市
東
和
町
米
川
字
東
綱
木
（
次
の
図
の

と
お
り
）

鍬
台
沢

土
石
流

登
米
市
東
和
町
米
川
字
北
上
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

飯
土
井
高
屋

敷
沢

土
石
流

登
米
市
東
和
町
米
川
字
飯
土
井
（
次
の
図
の

と
お
り
）

椚
崎
沢

土
石
流

登
米
市
東
和
町
米
川
字
富
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
） 

八
ヶ
森
沢
３

土
石
流

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
八
ヶ
森
（
次
の
図
の

と
お
り
）

梅
ノ
木
下
沢

土
石
流

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
畑
の
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

堤
花

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
迫
町
北
方
字
堤
花
（
次
の
図
の
と
お

り
）

山
ノ
内

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
迫
町
北
方
字
堤
花
（
次
の
図
の
と
お

り
）

山
ノ
上
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
迫
町
北
方
字
山
ノ
上
（
次
の
図
の
と

お
り
）    
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日
向
前
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
迫
町
北
方
字
日
向
前
（
次
の
図
の
と

お
り
）

塒
ヶ
崎

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
迫
町
北
方
字
塒
ヶ
崎
（
次
の
図
の
と

お
り
）

鼠
田

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
迫
町
北
方
字
鼠
田
（
次
の
図
の
と
お

り
）

宮
崎

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
迫
町
北
方
字
宮
崎
（
次
の
図
の
と
お

り
）

東
表
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
迫
町
森
字
東
表（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
表
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
迫
町
森
字
東
表（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
表
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
迫
町
森
字
東
表（
次
の
図
の
と
お
り
）

入
谷

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
入
谷
、
中
山

（
次
の
図
の
と
お
り
）

峯
畑

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
峯
畑
、
中
山

（
次
の
図
の
と
お
り
）

鉄
砲
町
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
登
米
町
寺
池
鉄
砲
町
、
寺
池
金
沢
山

（
次
の
図
の
と
お
り
）

道
場
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
登
米
町
寺
池
道
場
（
次
の
図
の
と
お

り
）

上
羽
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
上
羽
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

上
羽
沢
の
６

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
上
羽
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

石
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
根
郭
（
次
の
図
の
と

お
り
）

根
廻
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
根
廻
（
次
の
図
の
と

お
り
）

東
上
沢
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
東
和
町
米
川
字
東
上
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

糧
崎

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
豊
里
町
山
根
（
次
の
図
の
と
お
り
）

迫
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
豊
里
町
迫
（
次
の
図
の
と
お
り
）

寿
崎
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
豊
里
町
寿
崎
（
次
の
図
の
と
お
り
）

蕪
木
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
豊
里
町
蕪
木
（
次
の
図
の
と
お
り
）

西
門

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
石
越
町
北
郷
字
西
門
（
次
の
図
の
と

お
り
）

と
ど
台
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
石
越
町
南
郷
字

台
（
次
の
図
の
と

お
り
）

と
ど
台
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
石
越
町
南
郷
字

台
（
次
の
図
の
と

お
り
）

加
慶
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
石
越
町
東
郷
字
加
慶
（
次
の
図
の
と

お
り
）

加
慶
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
石
越
町
東
郷
字
加
慶
（
次
の
図
の
と

お
り
）

八
の
森

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
八
の
森（
次
の
図
の
と
お
り
）

青
島
屋
敷
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
青
島
屋
敷
（
次
の
図
の
と
お

り
）

内
鰐
丸

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
鰐
丸
（
次
の
図
の
と
お
り
）

高
石
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
高
石
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
西
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
長
根
、
大
西
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
西
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
大
西
、
新
長
根
下
（
次
の
図

の
と
お
り
）

戸
根
屋
敷
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
戸
根
屋
敷
（
次
の
図
の
と
お

り
）

戸
根
屋
敷
の

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
戸
根
屋
敷
（
次
の
図
の
と
お

り
）

松
島
屋
敷
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
松
島
屋
敷
（
次
の
図
の
と
お

り
）

松
島
屋
敷
の

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
松
島
屋
敷
（
次
の
図
の
と
お

り
）

翌
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
翌
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

中
須
崎

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
南
方
町
中
須
崎（
次
の
図
の
と
お
り
）

田
高
畑

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
黄
牛
田
高
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

田
高
畑
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
黄
牛
田
高
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

黄
牛
比
良

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
黄
牛
比
良
（
次
の
図

の
と
お
り
）
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宮
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
宮
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類　

区

域

の

所

在

地

縦

覧

場

所

中
森
の
沢

土
石
流

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
小
池
前
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地

域
事
務
所

山
峡
沢

土
石
流

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
小
池
（
次
の
図

の
と
お
り
）

大
柳
津
上
沢

土
石
流

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
大
柳
津
（
次
の
図
の

と
お
り
）

大
柳
津
上
沢

土
石
流

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
大
柳
津
（
次
の
図
の

と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

石
巻
市
南
境
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
南
境
字
鶴
巻
三
十
三
番
地
一

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
九
年
十
二
月
十
五
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
四
項
第
二
号
中
「
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
」
の
下
に
「
、
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
向
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

宮　
　

崎　
　

博　
　

之　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

菅　

原　

宗　

勝

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
宮
野
一
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

佐　

藤　

昭　

博

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
浦
田
六
十
九
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

菅　

原　

菊　

夫

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
滝
ノ
原
二
十
五
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

遠　

藤　

義　

一

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
中
埣
四
十
七
番
地

理　

事
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平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

芳　

賀　

徳　

光

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
反
目
二
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

佐　

藤　

睦　

夫

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
桑
畑
三
十
番
地

監　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

濁　

沼　

栄　

一

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
峰
五
番
地

監　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
八
月
十
八
日

菅　

原　

宗　

勝

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
宮
野
一
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
八
日

佐　

藤　

昭　

博

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
浦
田
六
十
九
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
八
日

菅　

原　

菊　

夫

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
滝
ノ
原
二
十
五
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
八
日

遠　

藤　

義　

一

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
中
埣
四
十
七
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
八
日

芳　

賀　

徳　

光

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
反
目
二
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
八
日

佐　

藤　

睦　

夫

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
桑
畑
三
十
番
地

監　

事

平
成
二
十
六
年
八
月
十
八
日

濁　

沼　

栄　

一

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
峰
五
番
地

監　

事

公　
　
　

告

〇
仙
塩
広
域
都
市
計
画
事
業
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
い
て
、
次
の
者
に
対
す
る
土
地
区
画
整
理
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
換
地
処
分
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確

知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
書
類
の
送
付
に
か
え
て
そ
の
内

容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所

　

１　

氏
名　

大
友　

雄
一

　
　
　

住
所　

さ
い
た
ま
市
桜
区
西
堀
八
丁
目
十
五
番
二
十
七
号　

ク
レ
ー
ル
つ
か
さ
三
〇
三

　

２　

氏
名　

菊
田　

た
け

　
　
　

住
所　

宮
城
郡
高
砂
村
中
野
百
六
番
地

　

３　

氏
名　

菊
田　

徳
治

　
　
　

住
所　

仙
台
市
中
野
字
沼
向
九
十
八
番
地

　

４　

氏
名　

今
野　

喜
平
治

　
　
　

住
所　

仙
台
市
大
町
五
丁
目
百
九
十
四
番
地

　

５　

氏
名　

佐
藤　

岩
吉　

　
　
　

住
所　

不　

明

　

６　

氏
名　

佐
藤　

新
五
郎　

　
　
　

住
所　

不　

明

　

７　

氏
名　

佐
藤　

信
子　
　
　
　
　
　

　
　
　

住
所　

仙
台
市
蒲
生
字
竹
ノ
内
三
十
四
番
地
の
一

　

８　

氏
名　

鈴
木　

彦
二
郎

　
　
　

住
所　

仙
台
市
田
子
字
町
百
十
七
番
地

　

９　

氏
名　

栄
運
送　

株
式
会
社

　
　
　

住
所　

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
二
本
木
百
四
十
九
番
地
の
二

　

10　

氏
名　

丹
野
建
設　

株
式
会
社

　
　
　

住
所　

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
二
丁
目
十
四
番
二
十
四
号

　

11　

氏
名　

宮
城
郡
高
砂
村
蒲
生
堰
水
利
組
合

　
　
　

住
所　

不　

明

二　

通
知
の
内
容

　

 　

土
地
区
画
整
理
法
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
事
業
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
別
紙
図
書
の
と
お
り
換
地
処
分
し
ま
す
。

三　

教
示

　

１ 　

こ
の
通
知
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
、

国
土
交
通
大
臣
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
審
査
請
求
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服

審
査
法
第
十
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。）

　

２ 　

こ
の
通
知
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
（
こ

の
通
知
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
通
知
に
つ
い
て
の
取
消
訴

訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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な
お
、
別
紙
図
書
は
掲
載
を
省
略
し
、
そ
れ
ら
を
宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
字
境
四
番
二
十
四
甲
区
集
会
所
掲

示
板
に
お
い
て
掲
示
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
工
事

　

１　

工
事
番
号　

平
成
二
十
六
年
度
県
債
三
一
一
地
震
災
六
〇
五
三－

〇
〇
一
号 

　

２　

工
事
名　

津
谷
川
河
川
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
１
）

　

３　

施
工
場
所　

二
級
河
川
津
谷
川
水
系
津
谷
川　

気
仙
沼
市
本
吉
町
新
北
明
戸
地
内

　

４　

工　
　

期　

宮
城
県
議
会
で
議
決
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

　

５　

工
事
概
要　

復
旧
延
長　

一
、
三
五
四
．
〇
メ
ー
ト
ル　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

築
堤
盛
土
工　

一
五
九
、
七
二
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
覆
護
岸
工　

四
五
、
一
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
板
工
（
一
〇
Ｈ
、
Ｌ
＝
三
メ
ー
ト
ル
）　

一
、
三
七
二
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　

附
帯
道
路
工　

一
式

　

６　

予
定
価
格　

三
、
五
九
七
、
八
八
三
、
〇
〇
〇
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
）

　

７ 　

入
札
方
式　

一
般
競
争
入
札
（
入
札
参
加
資
格
事
前
審
査
方
式
（
施
工
体
制
事
前
提
出
方
式
）・
郵
送
入
札
・

調
査
基
準
価
格
及
び
数
値
的
判
断
基
準
を
適
用
）

　

８ 　

落
札
方
式　

総
合
評
価
落
札
方
式
（
標
準
型
（
施
工
計
画
型
））

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

 　

１
及
び
２
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
（
以
下
「
共
同
企
業
体
」
と
い
う
。）
で
あ
る

こ
と
。

　

１　

共
同
企
業
体
の
結
成
方
法

　
　

㈠　

構
成
員
の
数
は
、
三
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈡ 　

構
成
員
の
組
合
せ
は
、
２
の
㈠
及
び
㈡
の
資
格
を
満
た
す
一
者
、
２
の
㈠
及
び
㈢
の
資
格
を
満
た
す
二
者
の

組
合
せ
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈢　

結
成
は
、
自
主
結
成
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈣　

代
表
者
は
、
構
成
員
の
う
ち
中
心
的
役
割
を
担
う
者
で
、
施
工
能
力
の
大
き
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈤　

代
表
者
の
出
資
割
合
は
、
構
成
員
中
最
大
で
あ
る
こ
と
。

　

２　

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
資
格

　
　

㈠　

共
同
企
業
体
に
お
け
る
す
べ
て
の
構
成
員

　
　
　

⑴ 　

平
成
二
十
六
年
度
宮
城
県
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資
格
（
土
木
一
式
工
事
）

（
以
下
「
特
定
調
達
参
加
資
格
」
と
い
う
。）
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵ 　

宮
城
県
か
ら
建
設
工
事
入
札
参
加
登
録
業
者
等
指
名
停
止
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
期
間

中
で
な
い
こ
と
。

　
　
　

⑶ 　

開
札
日
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申

立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
再
生
手
続

開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
又
は
再
生
手
続
開
始
決
定
日
を
審
査
基
準
日

と
し
た
経
営
事
項
審
査
の
再
審
査
を
受
け
た
後
、
宮
城
県
知
事
が
別
に
定
め
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
評

価
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

⑷ 　

開
札
日
に
お
い
て
、
銀
行
取
引
停
止
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
申
立
日
を
審
査
基
準
日
と
し
た
経
営
事

項
審
査
の
再
審
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

⑸ 　

開
札
日
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一

項
及
び
第
二
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

 　

な
お
、
被
補
助
人
、
被
補
佐
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い

る
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
。

　
　
　

⑹ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
本
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と

す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行
為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う

と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　
　
　

ア 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び

に
支
店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る

代
表
者
及
び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）
が
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。

以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）

で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　
　
　

イ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益

を
図
り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団

（
以
下
「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と

関
わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力

団
関
係
者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
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ウ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者

（
以
下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
法
人
等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運

営
に
協
力
し
、
又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　
　
　

エ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係

を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　
　
　

オ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ

と
取
引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　
　

⑺ 　

本
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
複
数
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
。

　
　
　

⑻ 　

経
常
建
設
共
同
企
業
体
及
び
事
業
協
同
組
合
は
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

㈡　

共
同
企
業
体
に
お
け
る
代
表
者

　
　
　

⑴ 　

特
定
調
達
参
加
資
格
の
承
認
の
際
に
土
木
一
式
工
事
に
係
る
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
す
る
総
合
評
定
値
が
千
二
百
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

⑵ 　

建
設
業
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
土
木
一
式
工
事
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

⑶ 　

土
木
一
式
工
事
に
対
応
す
る
監
理
技
術
者
資
格
者
証
及
び
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
を
取
得
し
て
い
る
者

を
こ
の
現
場
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

　
　

㈢ 　

共
同
企
業
体
に
お
け
る
代
表
者
以
外
の
構
成
員

　
　
　

⑴ 　

特
定
調
達
参
加
資
格
の
承
認
の
際
に
土
木
一
式
工
事
に
係
る
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
す
る
総
合
評
定
値
が
九
百
五
十
点
以
上
の
一
者
及
び
八
百
五
十
点
以

上
の
一
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

⑵ 　

建
設
業
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
土
木
一
式
工
事
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

⑶ 　

土
木
一
式
工
事
に
対
応
す
る
監
理
技
術
者
資
格
者
証
及
び
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
を
取
得
し
て
い
る
者

を
こ
の
工
事
現
場
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

三　

入
札
手
続
等

　

１　

担
当
課
及
び
担
当
班

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
）　

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
工
事
契
約
班　
　

〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
六

　

２　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
説
明
書
及
び
入
札
参
加
申
請
書
類
の
交
付
場
所
等

　
　

㈠　

契
約
条
項
を
示
す
場
所　

１
と
同
じ

　
　

㈡　

入
札
説
明
書
及
び
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
類
の
交
付
期
間
及
び
時
間

　
　
　

 　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
六
年
九
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
等
」

と
い
う
。）
を
除
く
。）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。）

　
　

㈢　

入
札
説
明
書
及
び
入
札
参
加
申
請
書
類
の
交
付
場
所
及
び
方
法

　
　
　

 　

１
に
お
い
て
配
布
及
び
こ
の
入
札
公
告
が
掲
載
さ
れ
た
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
の
工
事
の
欄
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

　

３　

設
計
図
書
等
の
閲
覧
及
び
貸
出

　
　

 　

当
該
工
事
に
係
る
仕
様
書
、
図
面
及
び
仮
契
約
書
（
案
）
を
閲
覧
に
供
す
る
ほ
か
、
希
望
者
に
貸
し
出
し
す
る
。

た
だ
し
、
仕
様
書
及
び
図
面
に
つ
い
て
は
、
入
札
説
明
書
に
記
載
の
場
所
に
お
い
て
有
料
で
複
写
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　

㈠　

閲
覧
、
貸
出
期
間
及
び
時
間

　
　
　

 　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日
（
月
）
ま
で
（
休
日
等
を
除
く
。）
の

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。）

　
　

㈡　

閲
覧
場
所

　
　
　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
地
下
一
階
）

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
場
所

　
　

㈠　

提
出
期
限
及
び
方
法　

　
　
　

 　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日
（
月
）
午
後
五
時
と
し
、
提
出
方
法
は
入
札
説
明
書
に
記
載
の
と
お
り
と
す
る
。

な
お
、
電
報
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い
。

　
　

㈡　

場
所　

１
と
同
じ

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日
（
火
）
午
前
十
時

　
　

㈡　

場
所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

第
一
入
札
室
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
）

四　

入
札
参
加
資
格
の
確
認
等

　

１　

提
出
書
類

　
　

 　

入
札
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
三
の
２
に
よ
り
配
布
す
る
様
式
に
よ
る
。）
を
持
参
の
上

提
出
し
、
こ
の
工
事
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
及
び
資
格
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈠　

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書

　
　

㈡　

そ
の
他
、
入
札
説
明
書
に
記
載
し
て
あ
る
も
の
。

　

２　

入
札
参
加
申
請
書
類
の
受
付
期
間
及
び
提
出
場
所
等

　
　

㈠　

受
付
期
間
及
び
時
間

　
　
　

 　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
六
年
九
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
（
休
日
等
を
除
く
。）
の
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午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。）

　
　

㈡　

提
出
場
所

　
　
　
　

三
の
１
と
同
じ

　

３　

入
札
参
加
資
格
の
審
査
等

　
　

㈠ 　

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
込
み
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
郵
送
で
通
知
す

る
。

　
　

㈡ 　

入
札
参
加
資
格
有
資
格
者
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
書
面
で
問
い
合
わ
せ
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈢ 　

㈡
の
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
四
の
２
㈡
に
記
載
の
担
当
課
へ
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

五　

入
札
保
証
金

　
　

必
要
（
詳
細
に
つ
い
て
は
入
札
説
明
書
に
記
載
の
と
お
り
と
す
る
。）

六　

工
事
費
内
訳
書
の
提
出

　

１　

入
札
に
際
し
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
入
札
金
額
に
対
応
し
た
工
事
費
内
訳
書
の
提
出
を
求
め
る
。

　

２　

工
事
費
内
訳
書
の
様
式
は
別
に
定
め
る
。　　

　

３　

工
事
費
内
訳
書
は
、
返
戻
し
な
い
。

七　

入
札
の
無
効

　

 　

本
入
札
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
及
び
虚
偽
の
申
請
を
行
っ
た
者
の
し

た
入
札
並
び
に
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示
し
た
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

 　

な
お
、
入
札
参
加
資
格
の
あ
る
旨
確
認
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
確
認
の
後
、
開
札
時
に
お
い
て
二
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

八　

落
札
者
の
決
定
方
法

　

 　

入
札
価
格
が
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
の
う
ち
、
総
合
評
価
点
の
最
も
高
い
者
を
落

札
候
補
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
調
査
基
準
価
格
を
設
け
る
も
の
と
し
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ

て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
又

は
そ
の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
他
の
者
の
う
ち
総
合
評

価
点
の
最
も
高
い
者
を
落
札
候
補
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。　

九　

契
約
保
証
金

　

 　

契
約
金
額
の
十
分
の
一
以
上
の
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
価
格
で
契
約
締
結
す
る
場
合

の
契
約
保
証
金
の
額
は
、
契
約
金
額
の
十
分
の
三
以
上
の
額
と
す
る
。

十　

契
約
の
締
結

　

１ 　

こ
の
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
議
会
の

議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
八
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
契
約
の
効
力
は
宮
城
県
議
会
の
議
決
を
経
て
か
ら
生
ず
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
間

は
仮
契
約
の
締
結
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

２ 　

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
付
す
る
工
事
に
係
る
請
負
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が

二
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、当
該
請
負
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

十
一　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

当
該
建
設
工
事
に
直
接
関
連
す
る
他
の
工
事
の
請
負
契
約
を
当
該
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
と
の
随
意
契
約

に
よ
り
締
結
す
る
予
定
の
有
無　

無

　

３　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

４ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
契
約
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る

課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

５ 　

関
係
図
書
等
の
閲
覧　

建
設
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
九
号
）、
宮
城
県
建
設
工
事
競

争
入
札
参
加
心
得
、
建
設
工
事
総
合
評
価
落
札
方
式
（
簡
易
型
・
標
準
型
）
実
施
要
領
、
宮
城
県
建
設
工
事
総
合

評
価
落
札
方
式
（
簡
易
型
・
標
準
型
）
の
手
引
き
に
つ
い
て
は
、
出
納
局
契
約
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
入
札
情
報

サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
及
び
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
地
下
一
階
）
に
お
い
て
閲
覧
で
き
る
。

　

６　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
二　

概
要

　
Sum

m
ary

　
１

 　
Services Required : Restoration w

ork on T
suyagaw

a River (Stage 1)
　

２
 　
A
pplication D

eadline for Participation in Bidding : Septem
ber 19, 2014, 5

:00 p.m
.

　

３
 　

D
eadline for Bids : O

ctober 20, 2014, 5
:00 p.m

.

　

４
 　

C
ontact Inform

ation : C
onstruction C

ontract Section, G
overnm

ent C
ontract D

ivision, 

T
reasury D

epartm
ent, M

iyagi Prefectural Governm
ent, 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, M

iyagi 

980-8570 Japan T
el.: 022-211-3336
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
工
事

　

１　

工
事
番
号　

平
成
二
十
六
年
度
県
債
三
一
一
地
震
災
六
二
五
二－

Ａ
〇
二
号

　

２　

工
事
名　

中
島
地
区
海
岸
外
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
二
）

　

３　

施
工
場
所　

本
吉
海
岸
中
島
地
区
海
岸
外　

気
仙
沼
市
本
吉
町
中
島
地
内

　

４　

工　
　

期　

宮
城
県
議
会
で
議
決
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

　

５　

工
事
概
要　

復
旧
延
長　

一
、
七
六
二
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　

傾
斜
堤
工　

八
〇
〇
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　

築
堤
盛
土　

四
二
〇
、
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
覆
護
岸
（
二
ト
ン
ブ
ロ
ッ
ク
）　

五
七
、
二
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　

河
川
堤
工　

六
三
二
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　

築
堤
盛
土　

三
三
四
、
六
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
覆
護
岸
（
二
ト
ン
ブ
ロ
ッ
ク
）　

四
八
、
九
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　

導
流
堤
工　

三
三
〇
メ
ー
ト
ル　

　
　
　
　
　
　
　
　

地
盤
改
良
工
（
サ
ン
ド
コ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
パ
イ
ル
）　

一
五
、
四
二
三
本　

　
　
　
　
　
　
　
　

樋
管
工　

三
基

　
　
　
　
　
　
　
　

側
道
工　

一
、
一
四
七
メ
ー
ト
ル

　

６　

予
定
価
格　

一
二
、
八
一
二
、
四
三
八
、
〇
〇
〇
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
）

　

７ 　

入
札
方
式　

一
般
競
争
入
札
（
入
札
参
加
資
格
事
前
審
査
方
式
（
施
工
体
制
事
前
提
出
方
式
）・
郵
送
入
札
・

調
査
基
準
価
格
及
び
数
値
的
判
断
基
準
を
適
用
）

　

８　

落
札
方
式　

総
合
評
価
落
札
方
式
（
標
準
型
（
施
工
計
画
型
））

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

 　

１
及
び
２
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
（
以
下
「
共
同
企
業
体
」
と
い
う
。）
で
あ
る

こ
と
。

　

１　

共
同
企
業
体
の
結
成
方
法

　
　

㈠　

構
成
員
の
数
は
、
三
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈡ 　

構
成
員
の
組
合
せ
は
、
２
の
㈠
及
び
㈡
の
資
格
を
満
た
す
一
者
、
２
の
㈠
及
び
㈢
の
資
格
を
満
た
す
二
者
の

組
合
せ
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈢　

結
成
は
、
自
主
結
成
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈣　

代
表
者
は
、
構
成
員
の
う
ち
中
心
的
役
割
を
担
う
者
で
、
施
工
能
力
の
大
き
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈤　

代
表
者
の
出
資
割
合
は
、
構
成
員
中
最
大
で
あ
る
こ
と
。

　

２　

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
資
格

　
　

㈠　

共
同
企
業
体
に
お
け
る
す
べ
て
の
構
成
員

　
　
　

⑴ 　

平
成
二
十
六
年
度
宮
城
県
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資
格
（
土
木
一
式
工
事
）

（
以
下
「
特
定
調
達
参
加
資
格
」
と
い
う
。）
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵ 　

宮
城
県
か
ら
建
設
工
事
入
札
参
加
登
録
業
者
等
指
名
停
止
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
期
間

中
で
な
い
こ
と
。

　
　
　

⑶ 　

開
札
日
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申

立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
再
生
手
続

開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
又
は
再
生
手
続
開
始
決
定
日
を
審
査
基
準
日

と
し
た
経
営
事
項
審
査
の
再
審
査
を
受
け
た
後
、
宮
城
県
知
事
が
別
に
定
め
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
評

価
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

⑷ 　

開
札
日
に
お
い
て
、
銀
行
取
引
停
止
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
申
立
日
を
審
査
基
準
日
と
し
た
経
営
事

項
審
査
の
再
審
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

⑸ 　

開
札
日
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一

項
及
び
第
二
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

 　

な
お
、
被
補
助
人
、
被
補
佐
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い

る
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
。

　
　
　

⑹ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
本
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と

す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行
為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う

と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　
　
　

ア 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び

に
支
店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る

代
表
者
及
び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）
が
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。

以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）

で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　
　
　

イ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益

を
図
り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
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（
以
下
「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と

関
わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力

団
関
係
者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　
　
　

ウ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者

（
以
下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
法
人
等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運

営
に
協
力
し
、
又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　
　
　

エ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係

を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　
　
　

オ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ

と
取
引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　
　

⑺ 　

本
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
複
数
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
。

　
　
　

⑻ 　

経
常
建
設
共
同
企
業
体
及
び
事
業
協
同
組
合
は
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

㈡ 　

共
同
企
業
体
に
お
け
る
代
表
者

　
　
　

⑴ 　

特
定
調
達
参
加
資
格
の
承
認
の
際
に
土
木
一
式
工
事
に
係
る
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
す
る
総
合
評
定
値
が
千
二
百
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

⑵ 　

建
設
業
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
土
木
一
式
工
事
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

⑶ 　

土
木
一
式
工
事
に
対
応
す
る
監
理
技
術
者
資
格
者
証
及
び
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
を
取
得
し
て
い
る
者

を
こ
の
現
場
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

　
　

㈢ 　

共
同
企
業
体
に
お
け
る
代
表
者
以
外
の
構
成
員

　
　
　

⑴ 　

特
定
調
達
参
加
資
格
の
承
認
の
際
に
土
木
一
式
工
事
に
係
る
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
す
る
総
合
評
定
値
が
九
百
五
十
点
以
上
の
一
者
及
び
八
百
五
十
点
以

上
の
一
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

⑵ 　

建
設
業
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
土
木
一
式
工
事
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

⑶ 　

土
木
一
式
工
事
に
対
応
す
る
監
理
技
術
者
資
格
者
証
及
び
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
を
取
得
し
て
い
る
者

を
こ
の
工
事
現
場
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

三　

入
札
手
続
等

　
　

１　

担
当
課
及
び
担
当
班

　
　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
）　

　
　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
工
事
契
約
班　
　

〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
六

　

２　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
説
明
書
及
び
入
札
参
加
申
請
書
類
の
交
付
場
所
等

　
　

㈠　

契
約
条
項
を
示
す
場
所　

１
と
同
じ

　
　

㈡　

入
札
説
明
書
及
び
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
類
の
交
付
期
間
及
び
時
間

　
　
　

 　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
六
年
九
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
等
」

と
い
う
。）
を
除
く
。）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。）

　
　

㈢　

入
札
説
明
書
及
び
入
札
参
加
申
請
書
類
の
交
付
場
所
及
び
方
法

　
　
　

 　

１
に
お
い
て
配
布
及
び
こ
の
入
札
公
告
が
掲
載
さ
れ
た
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
の
工
事
の
欄
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

　

３　

設
計
図
書
等
の
閲
覧
及
び
貸
出

　
　

 　

当
該
工
事
に
係
る
仕
様
書
、
図
面
及
び
仮
契
約
書
（
案
）
を
閲
覧
に
供
す
る
ほ
か
、
希
望
者
に
貸
し
出
し
す
る
。

た
だ
し
、
仕
様
書
及
び
図
面
に
つ
い
て
は
、
入
札
説
明
書
に
記
載
の
場
所
に
お
い
て
有
料
で
複
写
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　

㈠　

閲
覧
、
貸
出
期
間
及
び
時
間

　
　
　

 　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日
（
月
）
ま
で
（
休
日
等
を
除
く
。）
の

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。）

　
　

㈡　

閲
覧
場
所

　
　
　

 　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
地
下
一
階
）

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
場
所

　
　

㈠　

提
出
期
限
及
び
方
法　

　
　
　

 　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日
（
月
）
午
後
五
時
と
し
、
提
出
方
法
は
入
札
説
明
書
に
記
載
の
と
お
り
と
す
る
。

な
お
、
電
報
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い
。

　
　

㈡　

場
所　

１
と
同
じ

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日
（
火
）
午
前
十
時
二
十
分

　
　

㈡　

場
所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

第
一
入
札
室
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
）

四　

入
札
参
加
資
格
の
確
認
等

　

１　

提
出
書
類

　
　

 　

入
札
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
三
の
２
に
よ
り
配
布
す
る
様
式
に
よ
る
。）
を
持
参
の
上

提
出
し
、
こ
の
工
事
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
及
び
資
格
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈠　

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書

　
　

㈡　

そ
の
他
、
入
札
説
明
書
に
記
載
し
て
あ
る
も
の
。
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２　

入
札
参
加
申
請
書
類
の
受
付
期
間
及
び
提
出
場
所
等

　
　

㈠　

受
付
期
間
及
び
時
間

　
　
　

 　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
六
年
九
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
（
休
日
等
を
除
く
。）
の

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。）

　
　

㈡　

提
出
場
所

　
　
　
　

三
の
１
と
同
じ

　

３　

入
札
参
加
資
格
の
審
査
等

　
　

㈠ 　

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
込
み
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
郵
送
で
通
知
す

る
。

　
　

㈡ 　

入
札
参
加
資
格
有
資
格
者
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
書
面
で
問
い
合
わ
せ
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈢ 　

㈡
の
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
四
の
２
㈡
に
記
載
の
担
当
課
へ
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

五　

入
札
保
証
金　

　
　

必
要
（
詳
細
に
つ
い
て
は
入
札
説
明
書
に
記
載
の
と
お
り
と
す
る
。）

六　

工
事
費
内
訳
書
の
提
出

　

１　

入
札
に
際
し
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
入
札
金
額
に
対
応
し
た
工
事
費
内
訳
書
の
提
出
を
求
め
る
。

　

２　

工
事
費
内
訳
書
の
様
式
は
別
に
定
め
る
。　　

　

３　

工
事
費
内
訳
書
は
、
返
戻
し
な
い
。

七　

入
札
の
無
効

　

 　

本
入
札
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
及
び
虚
偽
の
申
請
を
行
っ
た
者
の
し

た
入
札
並
び
に
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示
し
た
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

 　

な
お
、
入
札
参
加
資
格
の
あ
る
旨
確
認
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
確
認
の
後
、
開
札
時
に
お
い
て
二
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

八　

落
札
者
の
決
定
方
法

　

 　

入
札
価
格
が
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
の
う
ち
、
総
合
評
価
点
の
最
も
高
い
者
を
落

札
候
補
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
調
査
基
準
価
格
を
設
け
る
も
の
と
し
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ

て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
又

は
そ
の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
他
の
者
の
う
ち
総
合
評

価
点
の
最
も
高
い
者
を
落
札
候
補
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

九　

契
約
保
証
金

　

 　

契
約
金
額
の
十
分
の
一
以
上
の
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
価
格
で
契
約
締
結
す
る
場
合

の
契
約
保
証
金
の
額
は
、
契
約
金
額
の
十
分
の
三
以
上
の
額
と
す
る
。

十　

契
約
の
締
結

　

１ 　

こ
の
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
議
会
の

議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
八
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
契
約
の
効
力
は
宮
城
県
議
会
の
議
決
を
経
て
か
ら
生
ず
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
間

は
仮
契
約
の
締
結
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

２ 　

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
付
す
る
工
事
に
係
る
請
負
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が

二
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、当
該
請
負
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

十
一　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

当
該
建
設
工
事
に
直
接
関
連
す
る
他
の
工
事
の
請
負
契
約
を
当
該
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
と
の
随
意
契
約

に
よ
り
締
結
す
る
予
定
の
有
無　

無

　

３　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

４ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
契
約
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る

課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

５ 　

関
係
図
書
等
の
閲
覧　

建
設
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
九
号
）、
宮
城
県
建
設
工
事
競

争
入
札
参
加
心
得
、
建
設
工
事
総
合
評
価
落
札
方
式
（
簡
易
型
・
標
準
型
）
実
施
要
領
、
宮
城
県
建
設
工
事
総
合

評
価
落
札
方
式
（
簡
易
型
・
標
準
型
）
の
手
引
き
に
つ
い
て
は
、
出
納
局
契
約
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
入
札
情
報

サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
及
び
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
地
下
一
階
）
に
お
い
て
閲
覧
で
き
る
。

　

６　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
二　

概
要

　

Sum
m
ary

　

１
 　

Services Required : Restoration w
ork on N

akajim
a coastal area (Stage 2)

　

２
 　

A
pplication D

eadline for Participation in Bidding : Septem
ber 19, 2014, 5

:00 p.m
.

　

３
 　

D
eadline for Bids : O

ctober 20, 2014, 5
:00 p.m

.

　

４
 　

C
ontact Inform

ation : C
onstruction C

ontract Section, G
overnm

ent C
ontract D

ivision, 
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T
reasury D

epartm
ent, M

iyagi Prefectural Governm
ent, 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, M

iyagi 

980-8570 Japan T
el.: 022-211-3336

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１ 　

購
入
物
品
及
び
数
量　

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
／
タ
ン
デ
ム
四
重
極
／
イ
オ
ン
ト
ラ
ッ
プ
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
型
質

量
分
析
計　

一
式

　

２ 　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３ 　

納
入
期
限　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日
（
金
）

　

４ 　

納
入
場
所　

宮
城
県
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
新
庁
舎

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２ 　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３ 　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４ 　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５ 　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６ 　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

 　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８ 　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二－
二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠ 　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
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認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡ 　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２ 　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

佐
々
木　

直
美　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
三
）

　

３ 　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
（
火
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠ 　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日
（
金
）
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月

六
日
（
月
）
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡ 　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合
書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
十
月
六
日
（
月
）
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
提
出
し
、

参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢ 　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　

 　

入
札
期
間　

平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日
（
火
）
午
後

五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日
（
火
）
午
後
五
時

　
　
　

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ 　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す

る
。

　
　
　

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
二
日
（
水
）
午
前
十
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
第
一
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
六
号
）
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
。

　

３ 　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４ 　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す

る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６ 　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７ 　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要　

　

８ 　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９ 　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　
Sum

m
ary

　
１
 　
N
ature and Q

uantity of the Item
s to be Procured : Liquid C

hrom
atograph, T

andem
 

Q
uadrupole, Ion T

rap M
ass Spectrom

eter H
ybrid System

 (1 Set)

　

２
 　

D
eadline for D

elivery : Friday, M
arch 20, 2015

　

３
 　

Place of D
elivery : M

iyagi Prefectural H
ealth and Environm

ent Center N
ew
 Governm

ent 

Building

　

４
 　

D
eadline for Bid : T

uesday, O
ctober 21, 2014, 5

:00 p.m
.

　

５
 　

C
ontact Person : N

aom
i Sasaki, Procurem

ent Section, G
overnm

ent C
ontract D

ivision, 



第2589号　平成26年９月９日　火曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報
T
reasury D

epartm
ent, M

iyagi Prefectural Governm
ent, 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, M

iyagi 

980-8570 Japan. T
el.: 022-211-3333

　

６
 　
Language and Currency U

sed in Contract Procedures : Japanese and Japanese yen only.

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

次
世
代
の
党
宮

城
県
支
部
連
合

会

中
野　

正
志

佐
藤　
　

順

仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目

七－

三
〇

○

平
成
二
十
六
年

 

八
月
一
日

自
由
民
主
党
宮

城
県
柔
道
整
復

師
支
部

櫻
田　
　

裕

渡
邊　

利
康

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二－

九

－

八

○

平
成
二
十
六
年

 

八
月
四
日

日
本
維
新
の
会

宮
城
県
総
支
部

畠
山　

昌
樹

畠
山　

典
人

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
南

町
一－

四
〇

○

平
成
二
十
六
年

 

八
月
一
日

　

ロ　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

日
本
維
新
の
会

衆
議
院
宮
城
県

第
２
選
挙
区
支

部

畠
山　

昌
樹

畠
山　

典
人

仙
台
市
若
林

区
六
丁
の
目

南
町
一－

四

〇

衆
議
院
議
員

○

平
成
二
十
六
年

 

八
月
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
大
和
町
支
部

会
計
責
任
者

の

氏

名

松
川　

利
充

児
玉　

隆
雄

平
成
二
十
六
年

 

八
月
二
十
一
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
郵
政

政
治
連
盟
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
五
橋
二

－

四－

二

仙
台
市
青
葉
区
錦
町
一

－

一
二－

一
五

平
成
二
十
六
年

 

八
月
七
日

代

表

者

の

氏

名

内
ケ
崎　

慎

佐
藤　

重
信

会
計
責
任
者

の

氏

名

杉
原　

寿
男

久
保
田
幸
男

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム

会
計
責
任
者

の

氏

名

石
塚　

博
文

今
井　

末
吉

平
成
二
十
六
年

 

八
月
二
十
二
日

宮
城
県
農
協
政
治
連
盟

代

表

者

の

氏

名

石
川　

壽
一

菅
原　

章
夫

平
成
二
十
六
年

 

八
月
二
十
六
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

竹
中　

智
夫

佐
藤　

純
一

山
田
と
し
お
宮
城
県
後
援

会

代

表

者

の

氏

名

石
川　

壽
一

菅
原　

章
夫

平
成
二
十
六
年

 

八
月
二
十
六
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

竹
中　

智
夫

佐
藤　

純
一

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

日
本
維
新
の
会
宮
城
県
総
支
部

中
野　

正
志

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日

日
本
維
新
の
会
衆
議
院
宮
城
県
第
２
選
挙
区
支
部

畠
山　

昌
樹

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
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政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

千
葉
一
男
後
援
会

新
妻　

芳
郎

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

日
本
維
新
の
会
衆
議
院
宮
城
県
第
２
選
挙
区
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
畠
山
　
昌
樹

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
26. ５

. 14（
26. ７

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

日
本
維
新
の
会
宮
城
県
総
支
部

報
告
年
月
日
　
26. ５

. 30（
26. ７

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

7,500,000 

　
　
　
本
年
収
入
額

7,500,000 

２
　
支
出
総
額

5,309,113 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

7,500,000 

　
　
　
日
本
維
新
の
会
本
部

7,500,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

3,619,258 

　
　
　
人
件
費

2,450,000 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

447,140 

　
　
　
事
務
所
費

722,118 

　
　
政
治
活
動
費

1,689,855 

　
　
　
組
織
活
動
費

567,620 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

1,109,576 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

1,109,576 

　
　
　
調
査
研
究
費

12,659 

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

千
葉
一
男
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ３

. 28（
26. ８

. ８
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

日
本
維
新
の
会
衆
議
院
宮
城
県
第
２
選
挙
区
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
畠
山
　
昌
樹

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
26. ８

. 11（
26. ７

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

2,250,000 

　
　
　
本
年
収
入
額

2,250,000 

２
　
支
出
総
額

2,250,000 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

2,250,000 

　
　
　
日
本
維
新
の
会
本
部

2,250,000 

４
　
支
出
の
内
訳
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〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
号

　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項

及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に
第

七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に

要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て

は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
一
〇
四

二 　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
三
八
、
一
四
五

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

　
　

青

葉

選

挙

区　
　

七
九
、
三
五
六　
　
　
　

岩

沼

選

挙

区　
　

一
一
、
七
五
七

　
　

宮
城
野
選
挙
区　
　

五
〇
、
七
二
三　
　
　
　

登

米

選

挙

区　
　

二
三
、
二
〇
九

　
　

若

林

選

挙

区　
　

三
五
、
七
四
三　
　
　
　

栗

原

選

挙

区　
　

二
〇
、
六
八
七

　
　

太

白

選

挙

区　
　

六
一
、
〇
三
〇　
　
　
　

東
松
島
選
挙
区　
　

一
〇
、
八
四
九

　
　

泉

選

挙

区　
　

五
八
、
六
六
四　
　
　
　

大

崎

選

挙

区　
　

三
六
、
九
〇
二

　
　

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　

四
三
、
六
二
三　
　
　
　

柴

田

選

挙

区　
　

二
二
、
九
一
六

　
　

塩

釜

選

挙

区　
　

一
五
、
七
一
七　
　
　
　

亘

理

選

挙

区　
　

一
三
、
〇
七
五

　
　

気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

二
三
、
一
二
六　
　
　
　

宮

城

選

挙

区　
　

一
三
、
七
八
九

　
　

白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　

一
四
、
一
七
八　
　
　
　

黒

川

選

挙

区　
　

二
四
、
一
一
〇

　
　

名

取

選

挙

区　
　

一
九
、
八
六
二　
　
　
　

加

美

選

挙

区　
　
　

九
、
〇
五
一

　
　

角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　

一
二
、
八
二
七　
　
　
　

遠

田

選

挙

区　
　

一
一
、
九
〇
八

２
　
支
出
総
額

0 
　
　
経
常
経
費

1,479,043 

　
　
　
人
件
費

857,503 

　
　
　
光
熱
水
費

9,539 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

85,507 

　
　
　
事
務
所
費

526,494 

　
　
政
治
活
動
費

770,957 

　
　
　
組
織
活
動
費

223,235 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

547,722 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

547,722 

日
本
維
新
の
会
宮
城
県
総
支
部

報
告
年
月
日
　
26. ８

. 11（
26. ７

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

7,190,887 

　
　
　
前
年
繰
越
額

2,190,887 

　
　
　
本
年
収
入
額

5,000,000 

２
　
支
出
総
額

5,701,529 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

5,000,000 

　
　
　
日
本
維
新
の
会
本
部

5,000,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

5,601,669 

　
　
　
人
件
費

4,000,000 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

360,302 

　
　
　
事
務
所
費

1,241,367 

　
　
政
治
活
動
費

99,860 

　
　
　
組
織
活
動
費

62,060 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

37,800 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

37,800 

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

千
葉
一
男
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ８

. ８
（
26. ８

. ８
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 
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多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　
　

二
一
、
九
五
五　
　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
号

　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え

る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　

三
三
八
、
一
四
五

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
11号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
公
営

企
業
会
計
に
係
る
平
成
26年
度
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
26年
９
月
９
日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
部
　
　
　
　
　
孝
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
ゆ
　
　
さ
　
　
み
 ゆ
 き
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
別
紙
の
と
お
り

２
　
監
査
結
果

　
 　
平
成
25年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14

項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
 　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
企
業
局
公
営
事
業
課
（
水
道
経
営
管
理
室
）

　
　
イ
 　
企
業
債
の
償
還
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た

い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
イ
　
企
業
債
の
償
還
に
お
い
て
，
支
払
日
が
１
日
遅
れ
た
た
め
に
，
追
加
利
息
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
　
年
間
追
加
利
息
額
　
　
44,679円

別
紙

〇
宮
城
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
（
水
道
経
営
管
理
室
を
含
む
。）　
　
平
成
26年
７
月
17日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
26年
７
月
16日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
26年
７
月
15日

２
　
事
業
概
要

　
 　
本
事
業
は
市
町
村
の
水
道
事
業
に
対
し
水
道
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

水
源

計
画
給
水
量
給
水
能
力

供
給
対
象
市
町
村

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

大
崎
広
域
水
道
事
業
漆
沢
ダ
ム

南
川
ダ
ム
１
日
最
大

12万
㎥

１
日
最
大

10万1,150㎥

大
崎
市
，
栗
原
市
，
加
美
町
，

涌
谷
町
，
美
里
町
，
大
和
町
，

大
郷
町
，
富
谷
町
，
松
島
町
，

大
衡
村
 

（
10市
町
村
）
昭
和
55年
度

仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道

事
業

七
ヶ
宿
ダ
ム
１
日
最
大

55万3,300㎥

１
日
最
大

27万9,000㎥

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
白
石
市
，

名
取
市
，角
田
市
，多
賀
城
市
，

岩
沼
市
，蔵
王
町
，大
河
原
町
，

村
田
町
，
柴
田
町
，
亘
理
町
，

山
元
町
，松
島
町
，七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
，
富
谷
町

 
（
17市
町
）

平
成
２
年
度

３
　
事
業
実
績

　
 　
平
成
25年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

給
水
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用

当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

大
崎
広
域

水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

23,502
3,264,118

2,436,721
778,026

778,026

仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道
事
業

73,561
12,858,177

8,284,813
4,497,856

4,497,856

合
　
　
計

97,063
16,122,295

10,721,534
5,275,882

5,275,882
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　（
注
）１
　
合
計
の
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
 　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ

る
。

〇
宮
城
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
（
水
道
経
営
管
理
室
を
含
む
。）　
　
平
成
26年
７
月
17日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
26年
７
月
16日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
26年
７
月
15日

２
　
事
業
概
要

　
 　
本
事
業
は
工
場
及
び
事
業
所
に
対
し
工
業
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
事
業
廃
止
し
た
仙
南
工
業
用
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
，
事
業
の
清
算
を
進
め
た
。

事
　
業
　
名

水
　
源

給
水
能
力

給
　
　
水
　
　
区
　
　
域

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

仙
塩
工
業
用

水
道

事
業
大
倉
ダ
ム
１
日
最
大

10万
㎥

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
多
賀
城
市
，
七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
，
大
和
町
，
富
谷
町
 
（
７
市
町
）
昭
和
36年
度

仙
台
圏
工
業
用

水
道

事
業
釜
房
ダ
ム
１
日
最
大

10万
㎥

仙
台
市
，
名
取
市
，
多
賀
城
市
，
七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
 

（
５
市
町
）
昭
和
51年
度

仙
台
北
部
工
業
用

水
道

事
業
漆
沢
ダ
ム
１
日
最
大

５
万
 
8,500㎥

大
崎
市
，
加
美
町
，
大
和
町
，
大
衡
村

 
（
４
市
町
村
）
昭
和
55年
度

仙
南
工
業
用

水
道

事
業
七
ヶ
宿

ダ
ム

事
　
　
業
　
　
廃
　
　
止

３
　
事
業
実
績

　
　
平
成
25年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

給
水
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

（
損
　
失
　
△
）
当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

仙
塩
工
業
用

水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

9,316
545,370

496,149
39,839

709,128

仙
台
圏
工
業
用

水
道
事
業

13,459
341,539

400,774
△
 
59,988

467,771

仙
台
北
部
工
業
用

水
道
事
業

6,567
436,992

370,851
65,451

△
 

979,045

仙
南
工
業
用

水
道
事
業

－
210,873

3,204
207,668

△
 

392,837

合
　
　
計

29,342
1,534,774

1,270,978
252,970

△
 

194,983

　（
注
）１
　
合
計
の
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
 　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ

る
。

〇
宮
城
県
地
域
整
備
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
　
　
平
成
26年
７
月
17日

２
　
事
業
概
要

　
 　
本
事
業
は
，
仙
台
港
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
及
び
他
会
計
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
事
業

を
行
っ
て
い
る
。

３
　
事
業
実
績

　
　
平
成
25年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用

当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

地
域
整
備
事
業

千
円

千
円

千
円

千
円

485,463
1,099,856

△
 
622,151

△
 

776,047

　（
注
）１
　
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
 　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ

る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
12号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
26年
７
月

か
ら
８
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
26年
９
月
９
日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
部
　
　
　
　
　
孝
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
ゆ
　
　
さ
　
　
み
 ゆ
 き
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日
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監
査
実
施
機
関
 

監
査
実
施
日
　
　
　

○
総
務
部

　
本
庁

　
　
秘
書
課
 

７
月
９
日
　
　
　
　

　
　
人
事
課
・
行
政
管
理
室
 

７
月
22日
　
　
　
　

　
　
行
政
経
営
推
進
課
 

７
月
22日
　
　
　
　

　
　
職
員
厚
生
課
 

７
月
９
日
　
　
　
　

　
　
私
学
文
書
課
・
県
政
情
報
公
開
室
 

７
月
16日
　
　
　
　

　
　
広
報
課
 

７
月
９
日
　
　
　
　

　
　
財
政
課
 

７
月
25日
　
　
　
　

　
　
税
務
課
・
地
方
税
徴
収
対
策
室
 

７
月
22日
　
　
　
　

　
　
市
町
村
課
（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
を
含
む
。） 

７
月
24日
　
　
　
　

　
　
管
財
課
・
財
産
利
用
推
進
室
 

７
月
９
日
　
　
　
　

　
　
危
機
対
策
課
 

７
月
22日
　
　
　
　

　
　
消
防
課
・
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
管
理
事
務
所
 

７
月
９
日
　
　
　
　

○
震
災
復
興
・
企
画
部

　
本
庁

　
　
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
 

７
月
17日
　
　
　
　

　
　
震
災
復
興
推
進
課
 

７
月
11日
　
　
　
　

　
　
震
災
復
興
政
策
課
 

７
月
23日
　
　
　
　

　
　
地
域
復
興
支
援
課
 

７
月
23日
　
　
　
　

　
　
総
合
交
通
対
策
課
 

７
月
16日
　
　
　
　

　
　
統
計
課
 

７
月
15日
　
　
　
　

　
　
情
報
政
策
課
・
情
報
産
業
振
興
室
 

７
月
９
日
　
　
　
　

　
　
情
報
シ
ス
テ
ム
課
 

７
月
９
日
　
　
　
　

○
環
境
生
活
部

　
本
庁

　
　
環
境
生
活
総
務
課
 

７
月
23日
　
　
　
　

　
　
環
境
政
策
課
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
 

７
月
９
日
　
　
　
　

　
　
環
境
対
策
課
 

７
月
23日
　
　
　
　

　
　
原
子
力
安
全
対
策
課
 

７
月
15日
　
　
　
　

　
　
自
然
保
護
課
 

７
月
23日
　
　
　
　

　
　
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
 

７
月
14日
　
　
　
　

　
　
循
環
型
社
会
推
進
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
 

７
月
23日
　
　
　
　

　
　
震
災
廃
棄
物
対
策
課
 

７
月
23日
　
　
　
　

　
　
消
費
生
活
・
文
化
課
 

７
月
14日
　
　
　
　

　
　
共
同
参
画
社
会
推
進
課
 

７
月
８
日
　
　
　
　

○
保
健
福
祉
部

　
本
庁

　
　
保
健
福
祉
総
務
課
・
震
災
援
護
室
 

７
月
25日
　
　
　
　

　
　
社
会
福
祉
課
 

７
月
29日
　
　
　
　

　
　
医
療
整
備
課
 

７
月
22日
　
　
　
　

　
　
長
寿
社
会
政
策
課
 

７
月
25日
　
　
　
　

　
　
健
康
推
進
課
・
疾
病
・
感
染
症
対
策
室
 

７
月
25日
　
　
　
　

　
　
子
育
て
支
援
課
 

７
月
25日
　
　
　
　

　
　
障
害
福
祉
課
 

７
月
25日
　
　
　
　

　
　
薬
務
課
 

７
月
８
日
　
　
　
　

　
　
国
保
医
療
課
 

７
月
８
日
　
　
　
　

○
経
済
商
工
観
光
部

　
本
庁

　
　
経
済
商
工
観
光
総
務
課
・
富
県
宮
城
推
進
室
 

７
月
29日
　
　
　
　

　
　
新
産
業
振
興
課
・
自
動
車
産
業
振
興
室
 

７
月
23日
　
　
　
　

　
　
産
業
立
地
推
進
課
 

７
月
24日
　
　
　
　

　
　
商
工
経
営
支
援
課
 

７
月
24日
　
　
　
　

　
　
産
業
人
材
対
策
課
 

７
月
24日
　
　
　
　

　
　
雇
用
対
策
課
 

７
月
24日
　
　
　
　

　
　
観
光
課
 

７
月
15日
　
　
　
　

　
　
国
際
経
済
・
交
流
課
・
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室
 

７
月
８
日
　
　
　
　

○
農
林
水
産
部

　
本
庁

　
　
農
林
水
産
総
務
課
・
農
林
水
産
政
策
室
 

７
月
30日
　
　
　
　

　
　
農
林
水
産
経
営
支
援
課
 

７
月
16日
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食
産
業
振
興
課
 

７
月
17日
　
　
　
　

　
　
農
業
振
興
課
 

７
月
23日
　
　
　
　

　
　
農
産
園
芸
環
境
課
 

７
月
29日
　
　
　
　

　
　
畜
産
課
 

７
月
10日
　
　
　
　

　
　
農
村
振
興
課
 

７
月
29日
　
　
　
　

　
　
農
村
整
備
課
・
農
地
復
興
推
進
室
 

７
月
30日
　
　
　
　

　
　
林
業
振
興
課
 

７
月
22日
　
　
　
　

　
　
森
林
整
備
課
 

７
月
17日
　
　
　
　

　
　
水
産
業
振
興
課

　
　
（
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
，
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
局
を
含
む
。） 

７
月
10日
　
　
　
　

　
　
水
産
業
基
盤
整
備
課
・
漁
港
復
興
推
進
室
 

７
月
25日
　
　
　
　

○
土
木
部

　
本
庁

　
　
土
木
総
務
課
 

７
月
30日
　
　
　
　

　
　
事
業
管
理
課
 

７
月
11日
　
　
　
　

　
　
用
地
課
（
収
用
委
員
会
事
務
局
を
含
む
。） 

７
月
11日
　
　
　
　

　
　
道
路
課
 

７
月
30日
　
　
　
　

　
　
河
川
課
 

７
月
22日
　
　
　
　

　
　
防
災
砂
防
課
 

７
月
24日
　
　
　
　

　
　
港
湾
課
 

７
月
30日
　
　
　
　

　
　
空
港
臨
空
地
域
課
 

７
月
11日
　
　
　
　

　
　
都
市
計
画
課
・
復
興
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
 

７
月
25日
　
　
　
　

　
　
下
水
道
課
 

７
月
30日
　
　
　
　

　
　
建
築
宅
地
課
 

７
月
11日
　
　
　
　

　
　
住
宅
課
・
復
興
住
宅
整
備
室
 

７
月
22日
　
　
　
　

　
　
営
繕
課
 

７
月
24日
　
　
　
　

　
　
設
備
課
 

７
月
24日
　
　
　
　

○
出
納
局

　
本
庁

　
　
会
計
課
・
会
計
指
導
検
査
室
 

７
月
11日
　
　
　
　

　
　
契
約
課
 

７
月
15日
　
　
　
　

　
　
検
査
課
 

７
月
11日
　
　
　
　

○
議
会
事
務
局
 

７
月
30日
　
　
　
　

○
教
育
庁

　
本
庁

　
　
総
務
課
・
教
育
企
画
室
 

７
月
29日
　
　
　
　

　
　
福
利
課
 

７
月
14日
　
　
　
　

　
　
教
職
員
課
 

７
月
11日
　
　
　
　

　
　
義
務
教
育
課
・
特
別
支
援
教
育
室
 

７
月
14日
　
　
　
　

　
　
高
校
教
育
課
 

７
月
15日
　
　
　
　

　
　
施
設
整
備
課
 

７
月
29日
　
　
　
　

　
　
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
 

７
月
16日
　
　
　
　

　
　
生
涯
学
習
課
 

７
月
16日
　
　
　
　

　
　
文
化
財
保
護
課
 

７
月
17日
　
　
　
　

○
警
察
本
部
 

８
月
６
日
，
７
日
　
　
　
　

○
人
事
委
員
会
事
務
局
 

７
月
18日
　
　
　
　

○
監
査
委
員
事
務
局
 

７
月
30日
　
　
　
　

○
労
働
委
員
会
事
務
局
 

７
月
29日
　
　
　
　

２
　
監
査
結
果

　
 　
平
成
25年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
 　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関

に
注
意
を
し
ま
し
た
。

　
 　
な
お
，
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
税
務
課
・
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
1,778,539,538円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
4,575,909,438円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
6,354,448,976円

　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額
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現
年
度
分
　
　
1,985,447,672円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
5,040,408,921円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
7,025,856,593円

　
⑵
　
循
環
型
社
会
推
進
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室

　
　
 　
特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の

で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 23,411,985円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
490,941,011円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
514,352,996円

　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 24,434,328円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
467,158,047円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
491,592,375円

　
⑶
　
長
寿
社
会
政
策
課

　
　
 　
返
還
金
（
平
成
23・
24年
度
介
護
分
野
緊
急
雇
用
創
出
事
業
運
営
業
務
委
託
契
約
解
除
に
係
る
返
還
金
）
に
お

い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
9,246,000円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 　
　
　
0円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
9,246,000円

　
⑷
　
子
育
て
支
援
課

　
　
 　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
同
違
約
金
，
児
童
保
護
費
及
び
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金
に
お
い

て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
○
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
15,849,127円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
82,063,828円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
97,912,955円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
16,124,902円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
79,266,543円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
95,391,445円

　
　
　
○
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
違
約
金

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
 104,780円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 4,420,250円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 4,525,030円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
 464,800円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 4,397,800円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 4,862,600円

　
　
　
○
児
童
保
護
費

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 2,781,780円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
13,477,154円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
16,258,934円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 2,848,640円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
14,789,144円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
17,637,784円

　
　
　
○
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
   880,160円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
21,142,380円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
22,022,540円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 1,710,490円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
21,241,680円
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合
　
　
計
　
　
22,952,170円

　
⑸
　
障
害
福
祉
課

　
　
 　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
，
返
還
金
，
負
担
金
（
扶
養
保
険
費
）
及
び
使
用
料
（
第
二
啓
佑
学
園
，
啓
佑
学
園
）

に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
○
 補
助
金
等
精
算
返
還
金
（
平
成
22・
23年
度
障
害
者
自
立
支
援
基
盤
整
備
事
業
補
助
金
及
び
福
祉
・
介
護
人

材
処
遇
改
善
事
業
助
成
金
に
係
る
返
還
金
）

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
19,964,338円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
　
　
   0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
19,964,338円

　
　
　
○
返
還
金
（
平
成
23年
度
障
害
福
祉
関
係
施
設
緊
急
雇
用
創
出
事
業
等
に
係
る
返
還
金
）

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
16,998,576円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
　
　
   0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
16,998,576円

　
　
　
○
負
担
金
（
扶
養
保
険
費
）

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
   474,130円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 6,240,040円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 6,714,170円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
   507,970円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 6,686,960円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 7,194,930円

　
　
　
○
使
用
料
（
第
二
啓
佑
学
園
）

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
   634,299円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
   465,017円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 1,099,316円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 1,033,753円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
   322,482円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 1,356,235円

　
　
　
○
使
用
料
（
啓
佑
学
園
）

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
   563,664円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 1,052,220円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 1,615,884円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
   925,359円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 1,095,674円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 2,021,033円

　
⑹
　
薬
務
課

　
　
 　
賃
借
料
の
支
出
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を

講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
薬
事
業
務
総
合
支
援
シ
ス
テ
ム
用
機
器
賃
貸
借
料
に
つ
い
て
，
二
重
払
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
・
金
額
　
　
103,572円

　
⑺
　
新
産
業
振
興
課

　
　
 　
返
還
金
（
平
成
23・
24年
度
中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
金
に
係
る
返
還
金
）
に
お
い
て
，

収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
628,210,533円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
  　
　
　
　
0円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
628,210,533円

　
⑻
　
観
光
課

　
　
 　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

　
　
（
内
容
）
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契
約
執
行
者
以
外
の
者
が
，
予
定
価
格
を
訂
正
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
・
韓
国
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
等
招
請
事
業
委
託
業
務

　
⑼
　
農
林
水
産
経
営
支
援
課

　
　
 　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債

権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 4,280,000円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
22,324,000円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
26,604,000円

　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 4,280,000円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
20,373,000円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
24,653,000円

　
⑽
　
畜
産
課

　
　
 　
需
用
費
の
支
出
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を

講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
新
聞
購
読
料
に
つ
い
て
，
二
重
払
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
・
金
額
　
　
10,704円

　
⑾
　
住
宅
課

　
　
 　
県
営
住
宅
使
用
料
及
び
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切

な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
○
県
営
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 23,978,222円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
166,772,338円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
190,750,560円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 38,213,803円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
187,386,036円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
225,599,839円

　
　
　
○
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
2,384,700円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
7,807,200円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 10,191,900円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
3,827,030円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
8,665,465円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 12,492,495円

　
⑿
　
会
計
課

　
　
 　
薬
務
課
及
び
畜
産
課
に
お
け
る
支
出
事
務
に
つ
い
て
，
二
重
払
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
審
査
事
務
を
再
点
検
す

る
な
ど
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
○
薬
務
課

　
　
　
　
薬
事
業
務
総
合
支
援
シ
ス
テ
ム
用
機
器
賃
貸
借
料
（
平
成
25年
11月
分
）
　

　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
・
金
額
　
　
103,572円

　
　
　
○
畜
産
課

　
　
　
　
新
聞
購
読
料
（
平
成
25年
４
月
～
６
月
分
）

　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
・
金
額
　
　
10,704円

　
⒀
　
高
校
教
育
課

　
　
 　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
及
び
定
時
制
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，

収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
○
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
43,865,050円
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過
年
度
分
　
　
31,222,641円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
75,087,691円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
32,885,747円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
10,298,698円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
43,184,445円

　
　
　
○
定
時
制
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
    22,400円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
   960,600円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
   983,000円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
   134,400円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
   826,200円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
   960,600円

　
⒁
　
施
設
整
備
課

　
　
 　
教
育
財
産
の
貸
付
料
及
び
借
受
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の

で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
イ
　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
電
話
柱
敷
地
貸
付
料
に
つ
い
て
，
平
成
26年
７
月
８
日
に
調
定
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
　
1,500円

　
　
　
ロ
 　
平
成
25年
５
月
か
ら
10月
分
の
仮
設
校
舎
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
，
10月
31日
に
ま
と
め

て
使
用
許
可
し
，
11月
１
日
に
使
用
料
の
調
定
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
９
件

　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
　
13,910円

　
⒂
　
文
化
財
保
護
課

　
　
 　
需
用
費
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
に
よ
る
遅
収
加
算
額
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
 　
電
話
料
及
び
電
気
料
の
支
出
に
つ
い
て
，
請
求
金
額
よ
り
少
な
い
金
額
で
支
出
手
続
し
た
電
話
料
が
，
公
共

料
金
振
替
口
座
か
ら
先
に
引
き
落
と
さ
れ
た
た
め
，
電
気
料
が
口
座
引
落
不
能
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
，
早
期

収
納
割
引
が
適
用
さ
れ
ず
，
３
％
の
遅
収
加
算
額
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
　
1件

　
　
　
・
正
電
話
料
支
出
額
　
　
    2,888円

　
　
　
・
誤
電
話
料
支
出
額
　
　
    2,887円

　
　
　
・
電
気
料
金
額
　
　
　
　
3,906,147円

　
　
　
・
遅
収
加
算
額
　
　
　
　
  115,505円

　
⒃
　
警
察
本
部

　
　
 　
放
置
違
反
金
，
損
害
賠
償
金
及
び
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納

促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
○
放
置
違
反
金

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 5,772,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
15,378,009円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
21,150,009円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 8,207,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
18,692,305円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
26,899,305円

　
　
　
○
損
害
賠
償
金

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 3,884,265円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
10,870,050円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
14,754,315円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 2,063,250円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 9,749,100円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
11,812,350円

　
　
　
○
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額
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現
年
度
分
　
　
   405,800円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 1,800,290円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 2,206,090円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
   704,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 1,768,190円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 2,472,190円
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